
令和５年度袖ケ浦市集団指導

令和６年３月２２日（金）

袖ケ浦市 介護保険課
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１令和６年度介護報酬改定に
関すること
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改正省令等
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国の省令

【居宅介護支援】

• 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（省令）

【介護予防支援】

• 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支
援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
（省令）
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袖ケ浦市の条例

【居宅介護支援】

• 袖ケ浦市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
等を定める条例

【介護予防支援】

• 袖ケ浦市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介
護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関
する基準を定める条例
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令和６年度介護報酬改定に
関する審議報告の概要
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１．地域包括ケアシステムの
深化・推進

認知症の方や単身高齢者、医療ニーズが高い中重度の高齢者を含め、

質の高いケアマネジメントや必要なサービスが切れ目なく提供される

よう、地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組を推進

























減算があるから
今一度状況を見直そう





27

２．自立支援・重度化防止
に向けた対応

高齢者の自立支援・重度化防止という制度の趣旨に沿い、

多職種連携やデータの活用等を推進
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３．良質な介護サービスの効率的な
提供に向けた働きやすい職場づくり

介護人材不足の中で、更なる介護サービスの質の向上を図るため、

処遇改善や生産性向上による職場環境の改善に向けた

先進的な取組を推進
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４．制度の安定性・持続可能性の確保

介護保険制度の安定性・持続可能性を高め、

全ての世代にとって安心できる制度を構築
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５．その他



今までの書面掲示に加え、

事業所のHP等に掲載しなくてはなりません！

（経過措置：令和７年３月３１日まで）









【変更点！】
第９期計画では袖ケ浦市は

５級地になります
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改定事項のまとめ









以上が今回の報酬改定に伴う改定事項になります。

特に今後減算の対象となる項目は、今一度ご確認をお願いいたします。

・業務継続計画未実施減算 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算

※居宅介護支援については、

令和７年３月31日までの間、減算を適用しない。

・高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

【減算対象】
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基本報酬について







地域区分が６級地から５級地に
変わる点についても要注意です！


